
（通話料がかかります）

☎0570-047474

利府町新型コロナワクチン接種コールセンター

午前9時から午後6時まで（土・日曜日、祝日含）

新型コロナワクチン接種
予約フォームはこちら▶
予約方法や詳しい内容はホームページをご覧ください。

新型コロナワクチンの4回目接種について 最新情報は
町ホームページを
ご覧ください。

　新型コロナワクチンに関する相談ができます。接種の
予約は、接種券がお手元に届いてからになります。

接種後気になる症状があるときは、
かかりつけ医へ相談してください！

　まずはご自身のかかりつけ医等に電話で相談してくだ
さい。かかりつけの医療機関がない方は（相談先の医療
機関がわからない方）下記コールセンターに電話してくだ
さい。

　ワクチン接種後の副反応についての相談や発熱等の症状がある方
は、かかりつけ医等のお近くの医療機関等に電話で相談してください。
※かかりつけ医等がいない方や相談先がわからない方は、副反応相談
　センターに相談ください。

発熱など新型コロナウイルス
感染症を疑う症状がある方は！

新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター
●電話番号　050-3615-6941
●受付時間　午前８時４５分から午後５時１５分まで（土・日曜日、祝日含）

受診・相談センター（コールセンター）
　　●電話番号　022-398-9211
　　●受付時間　24時間対応（土・日曜日、祝日含）

新型コロナウイルス感染症情報

新型コロナワクチンに関すること…　問　新型コロナウイルス対策室　ワクチン接種係　☎356-2125

　町では、3回目のワクチン接種から５か月を経過した６０歳以上の方と、１８歳から５９歳までの方で、
基礎疾患のある方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方、医療従事者等および高齢者施設従事者
等を対象に、新型コロナウイルスワクチンの追加（４回目）接種を、町内医療機関にて実施しています。
　また、町保健福祉センターを会場に9月23日（金・祝）、24日（土）に集団接種を実施します。
　詳しくはホームページ、予約サイトや町コールセンターでご確認ください。

９
月
は
廃
棄
物
不
法
投
棄
防
止

強
化
月
間
で
す

　
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
は
、
悪
臭
の
発
生
、
土
壌

や
地
下
水
の
汚
染
と
い
っ
た
わ
た
し
た
ち
の
清
ら
か

な
生
活
環
境
の
破
壊
に
つ
な
が
る
行
為
で
あ
り
、

法
律
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
町
で
は
、県
な
ど
と
協
力
し
、不
法
投
棄
防
止
の

た
め
の
巡
回
パ
ト
ロ
ー
ル
等
を
実
施
し
て
い
ま
す

が
、不
法
投
棄
は
な
か
な
か
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　
こ
の
す
ば
ら
し
い
利
府
の
環
境
を
子
ど
も
た
ち

に
残
す
た
め
、
不
法
投
棄
は
、「
し
な
い
」、「
さ
せ

な
い
」、「
許
さ
な
い
」と
い
う
意
識
を
持
ち
、
不
法

投
棄
を
根
絶
し
ま
し
ょ
う
。

問
　
生
活
環
境
課
　
環
境
衛
生
係
　

☎
7
6
7-

2
1
1
9

り
ふ
ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
大
作
戦
！

　
町
内
の
美
化
活
動
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
、

９
月
４
日
を「
全
町
民
の
清
掃
の
日
」と
し
、
り
ふ

ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
大
作
戦
を
実
施
し
ま
す
。住
み

よ
い
き
れ
い
な
ま
ち
の
環
境
づ
く
り
の
た
め
、皆

さ
ま
の
ご
協
力
と
ご
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
と
　
き　
９
月
４
日
㈰
予
定

　
　
　
　
　
午
前
６
時
か
ら
１
時
間
程
度

※
実
施
日
、時
間
に
つ
い
て
は
、町
内
会
、団
体
の

都
合
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
学
校
、
企
業
、
団
体
等
で
実
施
す
る
場
合
は
、

町
が
ご
み
袋
を
提
供
し
ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

問　
生
活
環
境
課
　
環
境
衛
生
係

☎
7
6
7-

2
1
1
9

ペ
ッ
ト
を
飼
う
と
き
の
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー

●
ペ
ッ
ト
は
責
任
と
愛
情
を
持
っ
て
飼
い
ま
し
ょ
う

▼
鳴
き
声
…
…
鳴
き
声
で
近
所
に
迷
惑
を
か
け
な

い
た
め
に
、
十
分
運
動
さ
せ
て
欲
求
不
満
を
解
消

さ
せ
、
き
ち
ん
と「
し
つ
け
」を
行
い
、
不
必
要
な
鳴

き
声
を
出
さ
な
い
た
め
の
対
策
を
取
り
ま
し
ょ
う
。

▼
犬
の
放
し
飼
い
…
…
放
し
飼
い
は
、
か
み
つ
き
事

故
の
原
因
に
な
り
ま
す
。特
に
、犬
は
リ
ー
ド
で
つ
な
ぐ
、

ま
た
は
囲
い
の
中
で
飼
う
な
ど
し
、
散
歩
の
時
も
リ
ー

ド
で
必
ず
つ
な
い
で
、
放
し
飼
い
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

●
飼
い
犬
の
登
録
・
注
射
は
お
済
み
で
す
か
？

▼
飼
い
犬
の
登
録
…
…
犬
を
飼
っ
た
場
合（
幼
犬

は
生
後
90
日
を
過
ぎ
て
か
ら
）や
犬
が
死
亡
し
た
場

合
、ま
た
、飼
い
犬
の
所
有
者
や
住
所
が
変
わ
っ
た
場

合
は
、30
日
以
内
に
生
活
環
境
課
環
境
衛
生
係
へ
の

届
出
が
必
要
で
す
。な
お
、町
外
へ
転
出
す
る
場
合

は
、
転
出
先
の
市
町
村
で
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
狂
犬
病
予
防
注
射
…
…
犬
の
所
有
者
は
、
飼
い

犬
に
狂
犬
病
の
予
防
注
射
を
毎
年
１
回
受
け
さ
せ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
受
け
さ
せ
な
い
場
合
は
、

法
律
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
ま
す
。

問
　
生
活
環
境
課
　
環
境
衛
生
係
　

☎
7
6
7-

2
1
1
9

敬
老
祝
記
念
品
の
お
知
ら
せ

　

町
内
に
お
住
ま
い
で
今
年
度
75
歳
以
上
と
な

る
方
を
対
象
に
、
長
寿
の
お
祝
い
と
社
会
に
貢

献
し
て
こ
ら
れ
た
こ
と
へ
の
感
謝
を
こ
め
て
、

記
念
品
を
進
呈
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
対
象
者　
昭
和
23
年
4
月
1
日
以
前
に
生
ま

れ
た
方

●
記
念
品　
祝
詞
、
小
学
生
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、

タ
オ
ル

※
9
月
以
降
、
各
町
内
会
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き

　
な
が
ら
進
呈
い
た
し
ま
す
。

問　
健
康
推
進
課
　
長
生
き
支
援
係

☎
3
5
6-

1
3
3
4

ま 

ち
か
ら
の

      

お
知
ら
せ

4広報りふ RIFU　令和４年9月号



（通話料がかかります）

☎0570-047474

利府町新型コロナワクチン接種コールセンター

午前9時から午後6時まで（土・日曜日、祝日含）

新型コロナワクチン接種
予約フォームはこちら▶
予約方法や詳しい内容はホームページをご覧ください。

新型コロナワクチンの4回目接種について 最新情報は
町ホームページを
ご覧ください。

　新型コロナワクチンに関する相談ができます。接種の
予約は、接種券がお手元に届いてからになります。

接種後気になる症状があるときは、
かかりつけ医へ相談してください！

　まずはご自身のかかりつけ医等に電話で相談してくだ
さい。かかりつけの医療機関がない方は（相談先の医療
機関がわからない方）下記コールセンターに電話してくだ
さい。

　ワクチン接種後の副反応についての相談や発熱等の症状がある方
は、かかりつけ医等のお近くの医療機関等に電話で相談してください。
※かかりつけ医等がいない方や相談先がわからない方は、副反応相談
　センターに相談ください。

発熱など新型コロナウイルス
感染症を疑う症状がある方は！

新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター
●電話番号　050-3615-6941
●受付時間　午前８時４５分から午後５時１５分まで（土・日曜日、祝日含）

受診・相談センター（コールセンター）
　　●電話番号　022-398-9211
　　●受付時間　24時間対応（土・日曜日、祝日含）

新型コロナウイルス感染症情報

新型コロナワクチンに関すること…　問　新型コロナウイルス対策室　ワクチン接種係　☎356-2125

　町では、3回目のワクチン接種から５か月を経過した６０歳以上の方と、１８歳から５９歳までの方で、
基礎疾患のある方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方、医療従事者等および高齢者施設従事者
等を対象に、新型コロナウイルスワクチンの追加（４回目）接種を、町内医療機関にて実施しています。
　また、町保健福祉センターを会場に9月23日（金・祝）、24日（土）に集団接種を実施します。
　詳しくはホームページ、予約サイトや町コールセンターでご確認ください。

秋
の
交
通
安
全
町
民
総
ぐ
る
み
運
動

●
運
動
期
間　
９
月
21
日
㈬
～
30
日
㈮

●
運
動
重
点

〇
子
供
と
高
齢
者
を
始
め
と
す
る
歩
行
者
の
安
全
確
保

〇
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
者
事
故
等
の
防
止

お
よ
び
飲
酒
運
転
の
根
絶

〇
自
転
車
の
交
通
ル
ー
ル
遵
守
の
徹
底

９
月
30
日
㈮
は「
交
通
事
故
死
ゼ
ロ
を
目
指
す
日
」

　
町
民
一
人
ひ
と
り
が
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、交

通
マ
ナ
ー
を
実
践
す
る
な
ど
、交
通
事
故
の
な
い
安

全
で
安
心
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
ま

し
ょ
う
。

問　
危
機
対
策
課
　
生
活
安
全
係

☎
7
6
7-

2
1
7
4

安
全
運
転
者
研
修
会

　

交
通
事
故
の
実
態
を
踏
ま
え
、
運
転
者
一
人

ひ
と
り
が
思
い
や
り
の
あ
る
運
転
が
で
き
る
よ

う
研
修
会
を
開
催
し
ま
す
。

●
と
　
き　
９
月
27
日
㈫　
午
後
７
時
～

※
要
事
前
予
約

●
と
こ
ろ

　
利
府
町
役
場
町
民
交
流
館（
ペ
ア・パ
ル
利
府
）研
修
室

●
定
　
員　
30
名　

※
優
良
運
転
者
表
彰（
交
通
銀
賞
以
上
）を
受
け
る

　
た
め
に
必
要
で
す
。受
講
が
２
回
目
以
降
の
方
は
、　

　
修
了
証
を
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
の
影
響
等
に

よ
り
中
止
と
な
る
場
合
は
、
担
当
課
よ
り
予
約
さ

れ
た
方
へ
個
別
に
ご
連
絡
い
た
し
ま
す
。

問　
危
機
対
策
課
　
生
活
安
全
係

☎
7
6
7-

2
1
7
4

交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、歩
行
者
に
配
慮
し
、

自
転
車
を
安
全
に
利
用
し
ま
し
ょ
う

　
自
転
車
は
、
道
路
交
通
法
で
は
軽
車
両
に
位
置

付
け
ら
れ
ま
す
。
道
路
を
通
行
す
る
と
き
は
、
交
通

ル
ー
ル
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
交
通
マ
ナ
ー
を
実
践

す
る
な
ど
安
全
運
転
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

●
自
転
車
は
、
車
道（
左
側
）を
通
行
す
る
の
が

　
原
則
で
す
。

●
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
。（飲
酒
運
転
・
二
人

　
乗
り
・
並
進
の
禁
止
、
夜
間
は
ラ
イ
ト
を
点
灯
、　

　
交
差
点
で
の
信
号
遵
守
と
一
時
停
止
・
安
全
確
認
）

●
自
転
車
利
用
者
等
は
、
自
転
車
損
害
賠
償
保
険

　
等
の
加
入
に
努
め
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
や
自
転
　

　
車
の
定
期
的
な
点
検
、必
要
な
整
備
を
行
い
、自
ら

　
の
安
全
確
保
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

【
走
行
に
つ
い
て
】

・
車
道
や
交
通
状
況
に
よ
り
、歩
道
を
通
行
す
る
こ
と
が

　
や
む
を
得
な
い
時
は
、歩
行
者
と
安
全
な
間
隔
を
空　

　
け
て
、す
ぐ
に
止
ま
れ
る
よ
う
に
徐
行
し
ま
し
ょ
う
。

・
歩
行
者
の
通
行
を
妨
げ
た
り
、
接
触
す
る
恐
れ
が

　
あ
る
時
は
、
一
時
停
止
す
る
か
、
自
転
車
か
ら
降
り
、

　
押
し
て
歩
き
ま
し
ょ
う
。

・
交
通
規
制
に
よ
り
歩
道
を
通
行
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る

　
時
や
道
路
標
示
に
よ
る
普
通
自
転
車
通
行
指
定
部
分　

　
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
部
分
を
徐
行
し
ま
し
ょ
う
。

・
13
歳
未
満
の
子
ど
も
、70
歳
以
上
の
高
齢
者
お
よ
び

　
身
体
の
不
自
由
な
方
で
、
歩
道
を
走
行
す
る
際
は　

　
交
通
ル
ー
ル
を
遵
守
し
ま
し
ょ
う
。

・
見
通
し
の
悪
い
交
差
点
等
で
は
、必
ず
一
時
停
止
を

　
行
い
、
車
や
バ
イ
ク
、
歩
行
者
な
ど
の
見
落
と
し
に

　
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

問　
危
機
対
策
課
　
生
活
安
全
係

☎
7
6
7-

2
1
7
4

飲
酒
運
転
根
絶
!「
ち
ょ
っ
と
だ
け
な
ら
…
」

一
瞬
の
気
の
迷
い
が
悲
惨
な
事
故
に
!

　
飲
酒
運
転
に
よ
る
交
通
事
故
が
依
然
と
し
て
後
を

絶
ち
ま
せ
ん
。飲
酒
運
転
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
で

正
常
な
運
転
が
で
き
な
く
な
り
、重
大
事
故
に
繋

が
る
極
め
て
危
険
な
犯
罪
で
す
。

　
飲
酒
運
転
を
し
た
場
合
、運
転
者
本
人
だ
け
で

な
く
、お
酒
を
提
供
し
た
人
、車
両
を
提
供
し
た
人
、

車
両
の
同
乗
者
も
厳
し
い
行
政
処
分
や
罰
則
の
対
象

と
な
り
ま
す
。家
庭
や
職
場
、仲
間
同
士
で「
飲
酒

運
転
は
絶
対
し
な
い
!
さ
せ
な
い
!
許
さ
な
い
!
」

を
厳
守
し
、飲
酒
運
転
根
絶
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

問　
危
機
対
策
課
　
生
活
安
全
係

☎
7
6
7-

2
1
7
4

利
府
町
木
造
住
宅

耐
震
助
成
事
業
に
つ
い
て

　
地
震
に
よ
る
被
害
を
軽
減
し
、
町
民
の
生
命
や

財
産
を
守
る
た
め
、
旧
耐
震
基
準
で
あ
る
昭
和

56
年
以
前
の
戸
建
木
造
住
宅
を
対
象
と
し
た
耐

震
診
断
お
よ
び
耐
震
改
修
工
事
に
係
る
費
用
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▼
木
造
住
宅
耐
震
診
断
助
成
事
業

●
募
集
戸
数　
10
戸（
先
着
順
に
受
付
、郵
送
不
可
）

●
対
象
住
宅　
昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に
在

来
軸
構
法
ま
た
は
枠
組
壁
構
法
に
よ
り
着
工
さ

れ
た
3
階
建
て
以
下
の
戸
建
木
造
住
宅

●
診
断
費
用　
負
担
額
8
、4
0
0
円
／
戸
か
ら

（
延
床
面
積
に
よ
り
変
動
）

●
申
請
期
限　

 

12
月
9
日
㈮
ま
で

▼
木
造
住
宅
耐
震
改
修
工
事
助
成
事
業

●
募
集
戸
数　
4
戸（
先
着
順
に
受
付
、
郵
送
不
可
）

●
対
象
住
宅　
耐
震
診
断
を
実
施
し
、
診
断
の

結
果
、倒
壊
の
危
険
性
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
住
宅

で
、
耐
震
改
修
工
事
ま
た
は
建
替
え
を
す
る
住
宅　

●
助
成
内
容

　
・
耐
震
改
修
工
事
費
の
80
％
を
補
助（
上
限

1
0
0
万
円
）

　
・
耐
震
改
修
工
事
と
は
別
に
10
万
円
以
上
の

リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
を
し
た
場
合
は
、
10
万

円
を
上
限
に
右
記
補
助
額
に
上
乗
せ

● 

補
助
内
訳（
上
限
額
）

　
耐
震
改
修
工
事
…
…
1
0
0
万
円

　
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
…
…
…
10
万
円

　
（
合
計
1
1
0
万
円
）

●
申
請
期
限　

 

9
月
30
日
㈮
ま
で

※
本
人
確
認
書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

●
そ
の
他　
耐
震
改
修
工
事
は
、
令
和
5
年
1
月

ま
で
に
竣
工
し
て
く
だ
さ
い
。

問　
都
市
整
備
課
　
都
市
計
画
係

☎
7
6
7-

2
3
4
2

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
除
却
助
成
事
業
に
つ
い
て

　
通
行
人
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
道
路
沿

い
に
あ
る
倒
壊
の
危
険
性
が
あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀

な
ど
の
除
却
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

●
募
集
件
数　
10
件（
先
着
順
、
郵
送
不
可
）

●
対
象
建
築
物　
道
路
に
面
し
、
高
さ
が
1
ｍ

以
上
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
・
門
柱
等
で
、
現
地
調
査

の
結
果
、
危
険
と
判
定
さ
れ
た
も
の
。

●
補
助
額（
上
限
）

　
・
除
却　
　
　
　
　
　

1
5
0
、0
0
0
円

　
・
除
却
後
の
フ
ェ
ン
ス
等
の
設
置

　
1
0
0
、0
0
0
円

※
小
学
校
か
ら
半
径
5
0
0
m
以
内
に
あ
る
ブ

ロ
ッ
ク
塀
等
は
右
記
の
補
助
額
に
、
上
限

3
7
、0
0
0
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

●
申
込
期
限　
12
月
9
日
㈮
ま
で

※
本
人
確
認
書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問　
都
市
整
備
課
　
都
市
計
画
係

☎
7
6
7-

2
3
4
2

電
話
で
聞
け
る

「
防
災
情
報
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
」

　

防
災
行
政
無
線
に
よ
る
災
害
情
報
の
放
送
が
、

気
象
条
件
等
に
よ
り
聞
き
取
り
に
く
か
っ
た
場
合

に
、
放
送
か
ら
12
時
間
以
内
で
あ
れ
ば
、内
容
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
通
話
料
は
、
個
人
負
担
と
な
り
ま
す
。

問
　【
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
】  ☎

3
5
6-

8
9
5
1

　
　
危
機
対
策
課  

危
機
管
理
係

☎
7
6
7-

2
1
7
4
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町
民
交
流
館（
ペ
ア
・
パ
ル
利
府
）

臨
時
休
館
の
お
知
ら
せ

◆
９
月
17
日
㈯　
（
館
内
清
掃
の
た
め
）

◆
９
月
24
日
㈯
～
25
日
㈰

　
（「
こ
ど
も
の
ま
ち
」開
催
の
た
め
）

問　
財
務
課
　
管
財
契
約
係

 
☎
7
6
7-

2
1
1
6

「
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
２
弾
実
施
中
」

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
は

お
早
め
に
！

　
現
在
、
国
で
は
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
2
弾

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

最
大
2
万
円
分
の
ポ
イ
ン
ト
が
も
ら
え
る

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
が
必
要
で
す
。
ポ
イ
ン
ト
付
与
の
対
象

と
な
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
期
限
は

9
月
末
ま
で
で
す
の
で
、
こ
の
機
会
に
お
早
め

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の

申
し
込
み
期
限
は
、
令
和
5
年
2
月
末
ま
で

で
す
。

問　
町
民
課
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
係

☎
7
6
7-

2
1
1
8

●日曜開庁日
9月11日（日） 午前9時〜午後1時

【取り扱い窓口】
転入・転出等の手続きや、
住民票等の諸証明発行、納税相談、
水道開閉栓手続き等
●マイナンバーカード交付夜間臨時窓口

9月1日（木）、15日（木） 午後7時30分まで
マイナンバーカードの受け取り
※受け取りは、前日までのご予約の方に限ります。

各種証明書等発行、住所変更等の手続きは受付
できません。

●夜間納税相談窓口
9月30日（金） 午後8時まで

●今月の納期限
9月30日（金）
・固定資産税第3期
・国民健康保険税第4期
・後期高齢者医療保険料第3期

弁護士によるオンライン法律相談1

養育費のことで悩んでいませんか養育費のことで悩んでいませんか
　離婚などによりひとり親となった世帯のお子さんにとって、離れて暮らす親から養育費をもらうことはとても重要です。
　このたび、町では、離婚後の養育費不払い解消に有効な施策を検証するために、法務省が実施する養育費不払い解消等調査
研究事業のモデル事業実施自治体に選定されました。離婚に関することやその後の生活・就労に関することなど弁護士による
法律相談や離婚時にかかる費用を補助します。なお、本モデル事業期間は、令和 5年 2月末までとなります。

　養育費などにかかわる離婚前後に発生する諸問題について、弁護士の法律相談を無料で受けることができます。養育費について
何も取り決めていない方、口約束や自分たちで作成した書面で取決めしている方も、この機会に相談してみてはいかがでしょうか。

●対 象 者：令和5年2月28日（火）までに養育費に関する公正証書等を
　　　　　　作成された方
●補助対象：①公正証書の取り決めに係る公正人手数料
　　　　　　②家庭裁判所の調停・審判申立に要する収入印紙代、予納郵便切手代、
　　　　　　　戸籍謄本発行手数料、非課税証明書発行手数料など

※事前予約が必要です。

●対 象 者：利府町内に居住し、養育費の取り決めの対象となる児童を養育している方
●相 談 日：令和５年２月２８日（火）まで（土・日曜日及び祝日除く）で相談弁護士が応じられる日時（要予約）
●相談場所：利府町役場2階　会議室
●申込方法：相談希望日（複数の希望日時）を担当までご連絡ください。相談を希望する方と弁護士のオンライン相談日時を調整します。
●相談費用：無料

公正証書、調停・審判申立費用等の補助2

●対 象 者：①令和5年2月28日（火）までに養育費の強制執行申立をされた方
　　　　　　②養育費の取り決めについて、一定の公的書類（債務名義）※を
　　　　　　　既にお持ちの方
　　　　　　　※公正証書（強制執行認諾条項付）または調停調書・審判書・判決

●補助対象：①強制執行申立てにかかわる諸問題について、弁護士による相談および、弁護士または
　　　　　　　司法書士による文書作成料
　　　　　　②第三者からの情報取得手続きおよび財産開示手続き等の申立てに要する収入印紙代、
　　　　　　　　予納郵便切手代、戸籍謄本発行手数料、非課税証明書発行手数料など

強制執行申立費用の補助3

養育費について取り決めしておくことは、お子様の生活や将来のために大切なことです。

・請求書（指定様式）
・補助対象の領収書
・公正証書を作成したこと、
　または調停・審判を申し立てた
　ことを証明する書類の写し
・その他町長が必要と認めるもの

必要書類

・請求書（指定様式）
・補助対象の領収書
・補助対象の申立書等の写し
・その他町長が必要と認めるもの

必要書類

公正証書や家庭裁判所での手続きを支援します

問　子ども支援課 子ども企画係　☎767-2193
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